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条 例 

 

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例の一部を改正する条例を

公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第２５号 

   江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例の一部を改正

する条例 

 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例（平成２７年１２月江東

区条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の３２の項中「入院に関する情報」の

次に「、健康増進法（平成１４年法律第１０３

号）による健康増進事業の実施に関する情報」を

加え、同表３３の項中「入院に関する情報」の次

に「、健康増進法による健康増進事業の実施に関

する情報」を加え、同表３５の項中「（平成１４

年法律第１０３号）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年８月１日から施行する。 

                    

 江東区区民体育館条例の一部を改正する条例を

公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第２６号 

   江東区区民体育館条例の一部を改正する条

例 

 江東区区民体育館条例（昭和５０年３月江東区

条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項ただし書中「とし、サウナ室の開

館時間は、午後１時から午後９時まで」を削る。 

 第９条中「サウナ室及び」を削る。 

 別表第２サウナ室の項を削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区特別区税条例の一部を改正する条例を公

布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第２７号 

   江東区特別区税条例の一部を改正する条例 

 江東区特別区税条例（昭和３９年１２月江東区

条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

第３６条第２項各号列記以外の部分に次のただ

し書を加える。 

ただし、区長が、当該者が同項各号のいずれ

かに該当することが明らかであり、かつ、区民

税を減免する必要があると認める場合は、この

限りでない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を公布

する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第２８号 

   江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２６年１０月江東区条

例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第２９条第２項第３号中「２０人」を「１５

人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２５

人」に改める。 

第３１条第２項第３号中「２０人」を「１５

人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２５

人」に改める。 

第４４条第２項第３号中「２０人」を「１５

人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２５

人」に改める。 

第４７条第２項第３号中「２０人」を「１５

人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２５

人」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、

保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、

当分の間、この条例による改正後の江東区家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第

４４条第２項及び第４７条第２項の規定は、適

用しない。この場合において、この条例による

改正前の江東区家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例第２９条第２項、

第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条
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第２項の規定は、この条例の施行の日以後にお

いても、なおその効力を有する。 

                    

 江東区立都市公園条例の一部を改正する条例を

公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第２９号 

   江東区立都市公園条例の一部を改正する条

例 

 江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第８条に次の１項を加える。 

５ 令第６条第６項に規定する場合に関する法第

５条の９第１項の規定により読み替えて適用す

る法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲

は、令第６条第６項に規定する公募対象公園施

設である建築物に限り、当該公園の敷地面積の

１００分の１０を限度として前条の規定により

認められる建築面積を超えることができる。 

 第２５条第１項中「公園の」の次に「全部又は

一部の」を加える。 

 第２６条第１項中「ものとする」を「ことがで

きる」に改める。 

 別表第４キャンプ場の項を削り、同表中「若洲

公園自動車駐車場」を「仙台堀川公園自動車駐車

場」に、「江東区立若洲公園」を「江東区立仙台

堀川公園」に改める。 

 別表第５キャンプ場の項を削り、同表中「若洲

公園自動車駐車場」を「仙台堀川公園自動車駐車

場」に改める。 

 別表第６キャンプ場の項を削り、同表中 
「 若洲公園

自動車駐

車場 

１回 普通自動車 ５００円 

」 
大型バス ２，０００円 

を 

「 仙台堀川

公園自動

車駐車場 

１時間 

 

４００円 

」 

に改め、同表備考５及び備考６を削り、同表備考

７中「若洲公園自動車駐車場」を「仙台堀川公園

自動車駐車場」に改め、「をいい、大型バスとは、

同法第３条及び同令第２条に定める大型自動車又

は中型自動車」を削り、同備考７を同表備考５と

する。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

 江東区区民農園条例の一部を改正する条例を公

布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第３０号 

   江東区区民農園条例の一部を改正する条例 

 江東区区民農園条例（平成１０年３月江東区条

例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の表江東区城東区民農園の項の次に次の

ように加える。 

江東区砂町区民農園 
東京都江東区南砂五丁目

２４番１１号先 

 別表第１個人用区画の項中 

「江東区城東区民農園」 

を 

「江東区城東区民農園 

 江東区砂町区民農園」 

に、同表団体用区画の項中 

「江東区夢の島区民農園」 

を 

「江東区砂町区民農園 

 江東区夢の島区民農園」 

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の江東区区民農園条例

の規定に基づく江東区砂町区民農園の利用に関

し必要な準備行為は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。 

                    

 江東区立公衆便所条例の一部を改正する条例を

公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第３１号 

   江東区立公衆便所条例の一部を改正する条

例 

 江東区立公衆便所条例（昭和２８年６月江東区

条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 
「 同  境川橋際公衆

便所 

同  東砂七丁目１８番

１０号 」 

を 
「 同  砂町区民農園

前公衆便所 

同  東砂七丁目１８番

１０号先 」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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 江東区事務手数料条例の一部を改正する条例を

公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第３２号 

   江東区事務手数料条例の一部を改正する条

例 

第１条 江東区事務手数料条例（昭和３３年３月

江東区条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第６中９１の項を９３の項とし、８１の

項から９０の項までを２項ずつ繰り下げ、同表

８０の項中「（昭和２５年政令第３３８号）」

を削り、同項を同表８２の項とし、同表７９の

項の次に次のように加える。 
８０ 建築基

準法施行令

（昭和２５

年政令第３

３８号）第

１３７条の

１２第６項

の規定に基

づく既存の

建築物に対

する制限の

緩和に係る

認定の申請

に対する審

査 

既存建築物

の敷地と道

路との関係

の制限の緩

和に係る認

定申請手数

料 

１件につき  

２８，００

００円 

認定

申請

のと

き 

８１ 建築基

準法施行令

第１３７条

の１２第７

項の規定に

基づく既存

の建築物に

対する制限

の緩和に係

る認定の申

請に対する

審査 

既存建築物

の道路内の

建築制限の

緩和に係る

認定申請手

数料 

１件につき  

２８，００

００円 

 

認定

申請

のと

き 

第２条 江東区事務手数料条例の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第６の２の項中「又は附則第４項」を

「第１項又は第２項」に、「３４，０００円」

を「３９，０００円」に、「６５，０００円」

を「７６，０００円」に、「１３３，０００

円」を「１４９，０００円」に、「２００，０

００円」を「２２５，０００円」に、「２６１，

０００円」を「３０５，０００円」に、「３３

７，０００円」を「３７０，０００円」に、

「４６０，０００円」を「４９７，０００円」

に、「２０，０００円」を「２１，０００円」

に、「４６，０００円」を「５１，０００円」

に、「１００，０００円」を「１１３，０００

円」に、「１８５，０００円」を「２０４，０

００円」に、「３０７，０００円」を「３４０，

０００円」に、「４１５，０００円」を「４５

７，０００円」に、「５２１，０００円」を

「５６７，０００円」に、「７３７，０００

円」を「７９５，０００円」に、「１３１，０

００円」を「１４１，０００円」に、「１９９，

０００円」を「２１５，０００円」に、「２９

２，０００円」を「３２０，０００円」に、

「３４８，０００円」を「３７９，０００円」

に、「５２５，０００円」を「５７３，０００

円」に、「５９９，０００円」を「６５４，０

００円」に、「７４６，０００円」を「８０８，

０００円」に、「１，００４，０００円」を

「１，０８１，０００円」に改め、同表３の項

中「（同法附則第５項において準用する場合を

含む。）」を削り、「１，００４，０００円」

を「１，０８１，０００円」に改め、同表４の

項中「（同法附則第５項において準用する場合

を含む。）及び附則第５項」を削り、同表５の

項及び７の項中「（同法附則第５項において準

用する場合を含む。）」を削り、同表８の項中

「（同法附則第５項において準用する場合を含

む。）」を削り、「用紙１枚」を「１通」に改

め、同表中９３の項を９８の項とし、８９の項

から９２の項までを５項ずつ繰り下げ、同表８

８の項中「９の項」を「１４の項」に、「１０

の項又は１１の項」を「１５の項又は１６の

項」に改め、同項を同表９３の項とし、同表８

７の項中「９の項」を「１４の項」に、「１０

の項又は１１の項」を「１５の項又は１６の

項」に改め、同項を同表９２の項とし、同表中

８６の項を９１の項とし、２０の項から８５の

項までを５項ずつ繰り下げ、同表１９の項中

「２０の項」を「２５の項」に改め、同項を同

表２４の項とし、同表１８の項を同表２３の項

とし、同表１７の項中「１８の項において」を

「２３の項において」に、「１５の項又は１８

の項」を「２０の項又は２３の項」に改め、同

項を同表２２の項とし、同表１６の項を同表２

１の項とし、同表１５の項中「１８の項」を

「２３の項」に改め、同項を同表２０の項とし、
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同表１４の項中「１７の項」を「２２の項」に、

「１５の項又は１８の項」を「２０の項又は２

３の項」に改め、同項を同表１９の項とし、同

表１３の項を同表１８の項とし、同表１２の項

中「１３の項」を「１８の項」に改め、同項を

同表１７の項とし、同表１１の項を同表１６の

項とし、同表１０の項中「１１の項」を「１６

の項」に改め、同項を同表１５の項とし、同表

９の項中「１０の項又は１１の項」を「１５の

項又は１６の項」に改め、同項を同表１４の項

とし、同表８の項の次に次のように加える。 
９ 都市計画

法施行規則

（昭和４４

年建設省令

第４９号）

第６０条の

規定に基づ

く証明書の

交付 

証 明 書

の 交 付

手数料 

１通につき ９０

０円 

交付

申請

のと

き 

１０ 宅地造

成及び特定

盛土等規制

法（昭和３

６年法律第

１９１号）

第１２条第

１項の規定

に基づく宅

地造成等に

関する工事

の許可の申

請に対する

審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅 地 造

成 、 特

定 盛 土

等 又 は

土 石 の

堆 積 工

事 許 可

申 請 手

数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 宅地造成又は

特定盛土等を行

う場合 切土又

は盛土をする土

地の面積に応じ

次に掲げる額 

(1) ５００平方

メートル以内

の も の  ２

０，００ 

(2) ５００平方

メートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

 ３４，００

０円 

(3) １，０００

平方メートル

を超え、２，

０００平方メ

ートル以内の

もの ５４，

０００円 

(4) ２，０００

平方メートル

を超え、５，

０００平方メ

ートル以内の

もの ８９，

０００円 

(5) ５，０００

平方メートル

許可

申請

のと

き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を超え、１

０，０００平

方メートル以

内のもの １

２３，０００

円 

(6) １０，００

０平方メート

ルを超え、２

０，０００平

方メートル以

内のもの ２

０１，０００

円 

(7) ２０，００

０平方メート

ルを超え、４

０，０００平

方メートル以

内のもの ２

２０，０００

円 

(8) ４０，００

０平方メート

ルを超え、７

０，０００平

方メートル以

内のもの ２

７５，０００

円 

(9) ７０，００

０平方メート

ルを超え、１

００，０００

平方メートル

以内のもの 

３６４，００

０円 

(10) １００，０

００平方メー

トルを超える

もの ５３

３，０００円 

２ 土石の堆積を

行う場合 

土石の堆積をす

る土地の面積に

応じ次に掲げる

額 

(1) ５００平方

メートル以内

のもの １

８，０００円 

(2) ５００平方
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メートルを超

え、１，００

０平方メート

ル以内のもの 

 ２８，００

０円 

(3) １，０００

平方メートル

を超え、２，

０００平方メ

ートル以内の

もの ３５，

０００円 

(4) ２，０００

平方メートル

を超え、５，

０００平方メ

ートル以内の

もの ５４，

０００円 

(5) ５，０００

平方メートル

を超え、１

０，０００平

方メートル以

内のもの ６

６，０００円 

(6) １０，００

０平方メート

ルを超え、２

０，０００平

方メートル以

内のもの １

２１，０００

円 

(7) ２０，００

０平方メート

ルを超え、４

０，０００平

方メートル以

内のもの １

３４，０００

円 

(8) ４０，００

０平方メート

ルを超え、７

０，０００平

方メートル以

内のもの １

６３，０００

円 

(9) ７０，００

０平方メート

ルを超え、１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

００，０００

平方メートル

以内のもの 

２０７，００

０円 

(10) １００，０

００平方メー

トルを超える

もの ２９

２，０００円 

 

 

 

１１ 宅地造

成及び特定

盛土等規制

法第１６条

第１項の規

定に基づく

宅地造成等

に関する工

事に関する

計画の変更

許可の申請

に対する審

査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅 地 造

成 、 特

定 盛 土

等 又 は

土 石 の

堆 積 工

事 変 更

許 可 申

請 手 数

料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 宅地造成又は

特定盛土等を行

う場合 変更許

可申請１件につ

き、次に掲げる

額を合算した

額。ただし、そ

の額が５３３，

０００円を超え

るときは、その

手数料の額は、

５３３，０００

円とする。 

(1) 宅地造成又

は特定盛土等

に関する工事

の設計の変更

（ (2)のみに

該当する場合

を除く。）に

ついては、切

土又は盛土を

する土地の面

積（ (2)に規

定する変更を

伴う場合にあ

っては変更前

の切土又は盛

土をする土地

の面積、切土

又は盛土をす

る土地の縮小

を伴う場合に

あっては縮小

後の切土又は

盛土をする土

地の面積）に

応じ１０の項

に規定する額

に１０分の１

を乗じて得た

額 

(2) 新たな土地

の切土又は盛

変更

申請

のと

き 
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土をする土地

への編入に係

る宅地造成又

は特定盛土等

に関する工事

の設計の変更

については、

新たに編入さ

れた切土又は

盛土をする土

地の面積に応

じ１０の項に

規定する額 

(3) その他の変

更 に つ い て

は、１５，０

００円 

２ 土石の堆積を

行う場合  

変更許可申請１

件につき、次に

掲げる額を合算

した額。ただ

し、その額が２

９２，０００円

を超えるとき

は、その手数料

の額は、２９

２，０００円と

する。 

(1) 土石の堆積

に関する工事

の設計の変更

（ (2)のみに

該当する場合

を除く。）に

ついては、土

石の堆積をす

る土地の面積

（ (2)に規定

する変更を伴

う場合にあっ

ては変更前の

土石の堆積を

する土地の面

積、土石の堆

積をする土地

の縮小を伴う

場合にあって

は縮小後の土

石の堆積をす

る 土 地 の 面

積）に応じ１

０の項に規定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する額に１０

分の１を乗じ

て得た額 

(2) 新たな土石

の堆積をする

土地への編入

に係る土石の

堆積に関する

工事の設計の

変更について

は、新たに編

入された土石

の堆積をする

土地の面積に

応じ１０の項

に規定する額 

(3) その他の変

更 に つ い て

は、１５，０

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 宅地造

成及び特定

盛土等規制

法施行規則

（昭和３７

年建設省令

第３号）第

８８条の規

定に基づく

証明書の交

付 

証 明 書

の 交 付

手数料 

１通につき ９０

０円 

交付

申請

のと

き 

１３ 宅地造

成及び特定

盛土等規制

法施行条例

（令和６年

東京都条例

第３６号）

第５条第３

項に基づく

盛土規制法

調書の写し

の交付 

盛 土 規

制 法 調

書 の 写

し の 交

付 手 数

料 

１通につき ７０

０円 

交付

申請

のと

き 

   附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２

条の規定は令和６年７月３１日から施行する。 

                    

 江東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例を公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第３３号 

   江東区災害弔慰金の支給等に関する条例の
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一部を改正する条例 

 江東区災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和

４９年１０月江東区条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

 付則第２項中「第１４条第１項」を「第１３条

第１項」に改める。 

 付則第３項中「第１４条第７項」を「第１３条

第７項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区議会委員会条例の一部を改正する条例を

公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第３４号 

   江東区議会委員会条例の一部を改正する条

例 

 江東区議会委員会条例（昭和３１年９月江東区

条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第１２条の２中「新型コロナウイルス感染症

（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイ

ルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界

保健機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限る。）である感染

症をいう。）のまん延防止の観点から、委員会の

招集場所への委員の参集が困難と判断される実情

がある場合には」を「大規模な災害等の発生等又

は重大な感染症のまん延により委員が委員会の開

会場所に参集することが困難と認めるときは」に

改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 則 

 

 江東区総合区民センター条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

  令和６年６月１７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４６号 

   江東区総合区民センター条例施行規則の一

部を改正する規則 

 江東区総合区民センター条例施行規則（昭和５

４年３月江東区規則第３号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第２項及び第３項中「施設利用承認書・

領収書」を「総合区民センター施設利用承認書・

領収書」に改める。 

 第４条第１項中「施設利用承認書・領収書」を

「総合区民センター施設利用承認書・領収書」に

改め、同条第４項中「施設利用変更承認書・領収

書」を「総合区民センター施設利用変更承認書・

領収書」に改める。 

 第８条第２項中「施設利用承認書・領収書」を

「総合区民センター施設利用承認書・領収書」に

改め、同条第３項中「施設利用変更承認書・領収

書」を「総合区民センター施設利用変更承認書・

領収書」に改める。 

 別記第２号様式を次のように改める。 
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別記第２号様式（第３条、第４条、第８条関係） 

 

 
 別記第４号様式を次のように改める。 
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別記第４号様式（第４条、第８条関係） 
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区文化センター条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和６年６月１７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４７号 

   江東区文化センター条例施行規則の一部を

改正する規則 

 江東区文化センター条例施行規則（昭和５７年

４月江東区規則第２５号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第２項及び第３項中「施設利用承認書・

領収書」を「文化センター施設利用承認書・領収

書」に改める。 

 第４条第１項中「施設利用承認書・領収書」を

「文化センター施設利用承認書・領収書」に改め、

同条第４項中「施設利用変更承認書・領収書」を

「文化センター施設利用変更承認書・領収書」に

改める。 

 第１０条第２項中「施設利用承認書・領収書」

を「文化センター施設利用承認書・領収書」に改

め、同条第３項中「施設利用変更承認書・領収

書」を「文化センター施設利用変更承認書・領収

書」に改める。 

 別記第２号様式を次のように改める。 
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別記第２号様式（第３条、第４条、第１０条関係） 

 

 
 別記第４号様式を次のように改める。 
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別記第４号様式（第４条、第１０条関係） 
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区地域文化センター条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

  令和６年６月１７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４８号 

   江東区地域文化センター条例施行規則の一

部を改正する規則 

 江東区地域文化センター条例施行規則（昭和６

２年４月江東区規則第２９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別記第２号様式を次のように改める。 
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別記第２号様式（第３条、第４条、第１０条関係） 

 

 
 別記第４号様式を次のように改める。 
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別記第４号様式（第４条、第１０条関係） 
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区江東公会堂条例施行規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和６年６月１７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４９号 

   江東区江東公会堂条例施行規則の一部を改

正する規則 

 江東区江東公会堂条例施行規則（昭和４７年１

０月江東区規則第２９号）の一部を次のように改

正する。 

 第４条第２項及び第３項中「施設利用承認書・

領収書」を「江東公会堂施設利用承認書・領収

書」に改める。 

 第５条第１項中「施設利用承認書・領収書」を

「江東公会堂施設利用承認書・領収書」に改め、

同条第４項中「施設利用変更承認書・領収書」を

「江東公会堂施設利用変更承認書・領収書」に改

める。 

 第１１条第２項中「施設利用承認書・領収書」

を「江東公会堂施設利用承認書・領収書」に改め、

同条第３項中「施設利用変更承認書・領収書」を

「江東公会堂施設利用変更承認書・領収書」に改

める。 

 別記第２号様式を次のように改める。
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別記第２号様式（第４条、第５条、第１１条関係） 

 

 
 別記第４号様式を次のように改める。 
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別記第４号様式（第５条、第１１条関係） 
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５０号 

   江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例施行規則（平成２７年１

２月江東区規則第７６号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２の３２の部生活保護法第２６条の保護

の停止又は廃止に関する事務の項の次に次のよう

に加える。 

生活保護法第５５条

の８の被保護者健康

管理支援事業の実施

に関する事務 

要保護者等に係る健康増

進法（平成１４年法律第

１０３号）第１７条第１

項又は第１９条の２の健

康増進事業の実施に関す

る情報 

別表第２の３３の部外国人生活保護に係る生活

保護法第２６条の保護の停止又は廃止に関する事

務の項の次に次のように加える。 

外国人生活保護に係

る生活保護法第５５

条の８の被保護者健

康管理支援事業の実

施に関する事務 

外国人要保護者等に係る

健康増進法第１７条第１

項又は第１９条の２の健

康増進事業の実施に関す

る情報 

別表第２の３５の項中「（平成１４年法律第１

０３号）」を削る。 

附 則 

この規則は、令和６年８月１日から施行する。 

                    

 江東区児童育成手当条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５１号 

   江東区児童育成手当条例施行規則の一部を

改正する規則 

 江東区児童育成手当条例施行規則（昭和４６年

１０月江東区規則第４０号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２号中「第１０条第１項」の次に「又

は第１０条の２」を加える。 

 別記第９号様式中 
「 性 別 生 年 月 日  

   」 

を 
「 生 年 月 日  

  」 

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区児童育成手当条例施行規則の別記第９

号様式による用紙で、現に残存するものは、所

要の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区区民体育館条例施行規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５２号 

   江東区区民体育館条例施行規則の一部を改

正する規則 

 江東区区民体育館条例施行規則（平成２１年３

月江東区規則第３６号）の一部を次のように改正

する。 

 第４条第２項中「、別記第４号様式又は別記第

５号様式」を「又は別記第４号様式」に、「別記

第６号様式」を「別記第５号様式」に、「別記第

７号様式」を「別記第６号様式」に改める。 

 第５条第１項中「別記第８号様式」を「別記第

７号様式」に改め、同条第２項中「別記第９号様

式」を「別記第８号様式」に改める。 

 第９条第２項第１号中「及びサウナ室」を削り、

同条第５項中「別記第１０号様式」を「別記第９

号様式」に改める。 

 第１０条第２項中「別記第１１号様式」を「別

記第１０号様式」に改める。 

 第１２条中「別記第１２号様式」を「別記第１

１号様式」に改める。 

 別記第５号様式を削り、別記第６号様式を別記

第５号様式とし、別記第７号様式から別記第１２

号様式までを１号ずつ繰り上げる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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の江東区区民体育館条例施行規則の別記様式に

よる用紙で、現に残存するものは、所要の修正

を加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区指定地域密着型サービス事業所及び指定

地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関

する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５３号 

   江東区指定地域密着型サービス事業所及び

指定地域密着型介護予防サービス事業所の

指定等に関する規則の一部を改正する規則 

 江東区指定地域密着型サービス事業所及び指定

地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関

する規則（平成１８年６月江東区規則第６１号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項を削り、同条第２項中「前項の」

を「法第７８条の２第１項及び第１１５条の１２

第１項の規定による」に、「別記第２号様式」を

「別記第１号様式」に改め、同項を同条第１項と

し、同条第３項を同条第２項とする。 

 第３条及び第４条を削る。 

 第５条中「別記第７号様式」を「別記第２号様

式」に改め、同条を第３条とし、同条の次に次の

１条を加える。 

（指定の更新） 

第４条 第２条第１項及び第２項の規定は、法第

７８条の１２又は第１１５条の２１において準

用する法第７０条の２の規定による指定の更新

の申請について準用する。 

 第６条を削り、第７条を第５条とし、第８条を

第６条とする。 

 第９条を削り、第１０条を第７条とする。 

 別記第１号様式を削る。 

 別記第２号様式を別記第１号様式とする。 

 別記第３号様式から別記第６号様式までを削る。 

 別記第７号様式中「第５条」を「第３条」に改

め、同様式を別記第２号様式とする。 

 別記第８号様式を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区指定地域密着型サービス事業所及び指

定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等

に関する規則の別記様式による用紙で、現に残

存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。 

                    

 江東区指定居宅介護支援事業所の指定等に関す

る規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５４号 

   江東区指定居宅介護支援事業所の指定等に

関する規則の一部を改正する規則 

 江東区指定居宅介護支援事業所の指定等に関す

る規則（平成３０年３月江東区規則第１９号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１項を削り、同条第２項中「前項の」

を「法第７９条第１項の規定による」に、「別記

第２号様式」を「別記第１号様式」に改め、同項

を同条第１項とし、同条第３項を同条第２項とす

る。 

 第３条を削る。 

 第４条中「別記第６号様式」を「別記第２号様

式」に改め、同条を第３条とし、同条の次に次の

１条を加える。 

（指定の更新） 

第４条 第２条第１項及び第２項の規定は、法第

７９条の２の規定による指定の更新の申請につ

いて準用する。 

 第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条を

第６条とする。 

 第８条を削り、第９条を第７条とする。 

 別記第１号様式を削る。 

 別記第２号様式を別記第１号様式とする。 

 別記第３号様式から別記第５号様式までを削る。 

 別記第６号様式中「第４条」を「第３条」に改

め、同様式を別記第２号様式とする。 

 別記第７号様式を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区指定居宅介護支援事業所の指定等に関す

る規則の別記様式による用紙で、現に残存するも

のは、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。 

                    

 江東区指定介護予防支援事業所の指定等に関す

る規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年６月２７日 
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 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５５号 

   江東区指定介護予防支援事業所の指定等に

関する規則の一部を改正する規則 

 江東区指定介護予防支援事業所の指定等に関す

る規則（平成１８年６月江東区規則第６２号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１項を削り、同条第２項中「前項の」

を「法第１１５条の２２第１項の規定による」に、

「別記第２号様式」を「別記第１号様式」に改め、

同項を同条第１項とし、同条第３項を同条第２項

とする。 

 第３条を削る。 

 第４条中「別記第７号様式」を「別記第２号様

式」に改め、同条を第３条とし、同条の次に次の

１条を加える。 

（指定の更新） 

第４条 第２条第１項及び第２項の規定は、法第

１１５条の３１において準用する法第７０条の

２の規定による指定の更新の申請について準用

する。 

 第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条を

第６条とする。 

 第８条中「別記第９号様式」を「別記第３号様

式」に改め、同条を第７条とする。 

 第９条を削り、第１０条を第８条とする。 

 別記第１号様式を削る。 

 別記第２号様式を別記第１号様式とする。 

 別記第３号様式から別記第６号様式までを削る。 

 別記第７号様式中「第５条」を「第３条」に改

め、同様式を別記第２号様式とする。 

 別記第８号様式を削る。 

 別記第９号様式中「第８条」を「第７条」に改

め、同様式を別記第３号様式とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区指定介護予防支援事業所の指定等に関

する規則の別記様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

                    

 江東区災害対策本部条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５６号 

   江東区災害対策本部条例施行規則の一部を

改正する規則 

 江東区災害対策本部条例施行規則（昭和４０年

７月江東区規則第２９号）の一部を次のように改

正する。 

 第５条第１項第２号中「、選挙管理委員会事務

局長」を削る。 

 第６条第１項第１号中「及び教育委員会事務局

庶務課長」を「、教育委員会事務局庶務課長及び

選挙管理委員会事務局長」に改め、同項に次の１

号を加える。 

 (3) 災害時要配慮者担当課長 

 別表健康部の項中 

「班長 保健予防課長」 

を 

「班長 保健予防課長 

 補佐 調整担当課長」 

に改め、同表土木部の項中 

「部長 土木部長    」 

を 

「部長 土木部長 

 補佐 土木技術担当部長」 

に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区震災復興事業の推進に関する条例施行規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５７号 

   江東区震災復興事業の推進に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

 江東区震災復興事業の推進に関する条例施行規

則（平成２５年３月江東区規則第３０号）の一部

を次のように改正する。 

 第４条第１項中「、選挙管理委員会事務局長」

を削り、「及び被災者支援担当部長」を「、被災

者支援担当部長及び健康部次長」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年６月２７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５８号 



（第 917 号）             江 東 区 公 報    令和 6 年 7 月 16日（火曜日） 

 

 

 

24 

   江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

 江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規

則（昭和４９年１０月江東区規則第４６号）の一

部を次のように改正する。 

付則第２項中「第１４条第１項」を「第１３条

第１項」に、「第６条第３項」を「第１１条第３

項」に改める。 

付則第３項中「第９条」を「第１４条」に改め

る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

等の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年７月４日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５９号 

   江東区聴聞及び弁明の機会の付与に関する

規則等の一部を改正する規則 

（江東区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

の一部改正） 

第１条 江東区聴聞及び弁明の機会の付与に関す

る規則（平成６年９月江東区規則第４３号）の

一部を次のように改正する。 

  第１４条第１項各号列記以外の部分中「なか

つた」を「なかった」に、「記載し、主宰者が

これに記名押印」を「記載」に改め、同項第５

号中「しなかつた」を「しなかった」に改め、

同項第６号中「行つた」を「行った」に改める。 

  第１５条中「は、」を「には、」に、「記載

し、主宰者がこれに記名押印」を「記載」に改

める。 

  第１９条第１項中「作成し、これに記名押

印」を「作成」に改める。 

（江東区長等の事務引継規則の一部改正） 

第２条 江東区長等の事務引継規則（平成１９年

３月江東区規則第１５号）の一部を次のように

改正する。 

別記様式中「印」を削る。 

（江東区文書管理規則の一部改正） 

第３条 江東区文書管理規則（平成１３年１０月

江東区規則第５３号）の一部を次のように改正

する。 

  第１２条第３項及び第４項の表並びに第１４

条第２項の表中「受領印を押させた」を「受領

した職員名を記載させた」に改める。 

別記第１号様式及び別記第２号様式中「受領

印」を「受領者」に改める。 

別記第３号様式及び別記第４号様式中「受

領」を「受領者」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区私道排水設備助成条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

  令和６年７月４日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６０号 

   江東区私道排水設備助成条例施行規則の一

部を改正する規則 

江東区私道排水設備助成条例施行規則（昭和５

７年７月江東区規則第３７号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２を次のように改める。 
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別表第２（第３条関係） 

種別 形状 寸法 単

位 

単価（円） 備考 

一般工事 工事困難 

排 水 本

管 

内径 150mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 

ｍ 39,821 

49,088 

 深さは、

人孔間の

平均深さ

とする。 
内径 200mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 

ｍ 41,843 

51,110 

86,869 

105,336 

141,790 

153,921 

 

 

100,373 

118,954 

155,694 

167,825 

内径 250mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

ｍ 52,280 

63,864 

93,644 

112,718 

 

 

107,537 

126,670 

 深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 3.00ｍ未満 

深さ 3.00ｍ以上 3.40ｍ未満 

 149,723 

162,461 

180,459 

164,017 

183,821 

 

内径 300mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

ｍ 75,348 

106,285 

126,572 

 

121,691 

142,150 

 深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 3.00ｍ未満 

深さ 3.00ｍ以上 3.40ｍ未満 

 164,868 

178,764 

197,991 

180,732 

201,822 

 内径 350mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 3.00ｍ未満 

深さ 3.00ｍ以上 3.40ｍ未満 

ｍ 114,539 

135,191 

172,158 

187,527 

209,775 

130,752 

151,535 

188,788 

205,072 

 

 

取 付 管 

 

 

 

 

内径 150mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 

ｍ 33,901 

36,355 

39,303 

 深さは、

排水本管 

（ 人 孔 

間）の平

均土被り

とする。 

内径 200mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 

ｍ 41,697 

44,151 

47,098 

 

管 防 護 内径 150mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 18,880   

内径 200mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 19,701  

内径 250mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 21,922  

内径 300mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 22,493   

人

孔 

人

孔 

矩形人孔 

内径 

60cm×90cm 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.20ｍ未満 

深さ 1.20ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.60ｍ未満 

深さ 1.60ｍ以上 2.00ｍ未満 

深さ 2.00ｍ以上 

箇

所 

637,098 

739,904 

797,187 

859,723 

963,173 

1,127,693 

 

745,284 

802,568 

865,103 

969,153 

1,136,663 

 

 

 

 

 

 

  円形人孔 

内径 70cm 

 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.20ｍ未満 

箇

所 

348,593 

373,966 
  

深さ 1.20ｍ以上  431,624 434,614 
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円形人孔 

内径 90cm 

深さ 1.20ｍ未満 

深さ 1.20ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.60ｍ未満 

深さ 1.60ｍ以上 2.00ｍ未満 

深さ 2.00ｍ以上 2.40ｍ未満 

深さ 2.40ｍ以上 2.80ｍ未満 

深さ 2.80ｍ以上 3.20ｍ未満 

箇

所 

649,527 

738,778 

799,416 

941,954 

1,057,682 

1,190,539 

1,347,322 

 

743,560 

804,199 

948,532 

1,067,847 

1,213,860 

1,370,643 

副

管 

内径 200mm 

・塩化ビニル 

高さ 1.00ｍ未満 

高さ 1.00ｍ以上 1.50ｍ未満 

高さ 1.50ｍ以上 2.00ｍ未満 

高さ 2.00ｍ以上 

箇

所 

268,458 

294,139 

331,712 

355,618 

 

汚 水 ま

す 

内径 35cm 

Ｌ形ます 

丸形ます 

 箇

所 

 

114,442 

130,021 

  

内径 50cm 

Ｌ形ます 

 

丸形ます 

 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 

箇

所 

 

119,497 

147,168 

136,296 

163,967 
 

内径 70cm  箇

所 

398,713  

雨 水 ま

す 

内径 35cm １枚蓋（深さ 0.80ｍ） 

２枚蓋（深さ 1.00ｍ） 

箇

所 

107,548 

177,003 

  

内径 50cm １枚蓋（深さ 0.80ｍ） 

２枚蓋（深さ 1.00ｍ） 

箇

所 

118,346 

187,800 

 

格 子 蓋

雨 水 ま

す 

内径 50cm 

（標準型） 

 箇

所 

134,011   

内径 35cm 

（角型） 

 箇

所 

109,952  

Ｌ 型 側

溝 

２５０Ｂ 

３００Ｂ 

 ｍ 20,200 

20,854 

  

Ｌ 型 側

溝 コ ン

ク リ ー

ト 基 礎 

２５０Ｂ 

３００Ｂ 

 ｍ 8,378 

9,012 

 

  

試 験 堀 Ａ形（ 2.0ｍ×

1.0ｍ×1.5ｍ） 

Ｂ形（ 1.5ｍ×

0.7ｍ×1.3ｍ） 

Ｃ形（ 1.0ｍ×

0.7ｍ×1.0ｍ） 

 箇

所 

148,911 

 

43,960 

 

21,979 

  

障 害 物

切 廻 し 

  式 東 京 都 水 道 局 （ 水 道

管）、東京瓦斯株式会社

（ガス管）等の発行する

領収書記載金額の 100 分

の 90以内 
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 江東区みどりの条例施行規則の一部を改正する

規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年７月４日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６１号 

   江東区みどりの条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区みどりの条例施行規則（平成１２年３月

江東区規則第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第６条に次の１項を加える。 

８ 建築行為等に係る敷地における既存の樹木等

を残す建築行為等を行う場合の緑化の面積の算

定は、区長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第２２４号 

   特定教育・保育施設の確認の辞退について 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第３６条の規定に基づ

き、特定教育・保育施設に係る法第２７条第１項

の確認の辞退があったので、法第４１条第２号の

規定により下記のとおり告示する。 

令和６年６月６日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

設 置

者名 

施設名 所在地 辞 退 年

月日 

施 設 の

種類 

ラ イ

フ サ

ポ ー

ト 株

式 会

社 

ゆらり

ん豊洲

フロン

ト保育

園 

江東区豊

洲３‐２

‐２０‐

１０６ 

令 和 ６

年 ３ 月

３１日 

保育所 

ラ イ

フ サ

ポ ー

ト 株

式 会

社 

ゆらり

ん豊四

保育園 

江東区豊

洲４‐１

０‐１‐

１０６ 

令 和 ６

年 ３ 月

３１日 

保育所 

                    

◎江東区告示第２２５号 

   特定教育・保育施設の確認について 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第３１条第１項の規定

に基づき、特定教育・保育施設に係る法第２７条

第１項の確認を行ったので、法第４１条第１号の

規定により下記のとおり告示する。 

令和６年６月６日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 
設 置

者名 

施設名 所在地 確 認 年

月日 

施 設 の

種類 

Ａ Ｉ

Ａ Ｉ 

Ｃ ｈ

ｉ ｌ

ｄ  Ｃ

ａ ｒ

ｅ  株

式 会

社 

Ａ Ｉ Ａ

Ｉ ＮＵ

Ｒ Ｓ Ｅ

Ｒ Ｙ 千

田 

江 東 区 千

田 １ ８ 番

８号 

令 和 ６

年 ４ 月

１日 

保育所 
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ミ ア

ヘ ル

サ 株

式 会

社 

ミ ア ヘ

ル サ 保

育 園 ゆ

ら り ん

豊 洲 フ

ロント 

江 東 区 豊

洲 三 丁 目

２ 番 ２ ０

号 豊 洲 フ

ロ ン ト １

０６ 

令 和 ６

年 ４ 月

１日 

保育所 

ミ ア

ヘ ル

サ 株

式 会

社 

ミ ア ヘ

ル サ 保

育 園 ゆ

ら り ん

豊四 

江 東 区 豊

洲 四 丁 目

１ ０ 番 １

‐ １ ０ ６

号 

令 和 ６

年 ４ 月

１日 

保育所 

                    

◎江東区告示第２２７号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和６年６月７日 

 江東区長  大久保 朋 果   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２２９号 

 介護保険法第１１５条の２２第１項の規定によ

り指定介護予防支援事業者を指定したので、同法

第１１５条の３０の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和６年６月１０日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０５７５４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  ももたろうケア 

東京都江東区毛利１‐９‐３ 

豊徳ビル４０１ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社バルーン 

東京都江東区毛利１‐１２‐１０‐１３０ 

６ 

代表取締役 原 法子 

４ 指定年月日 

令和６年６月１日 

５ サービスの種類 

介護予防支援 

                    

◎江東区告示第２３１号 

介護保険法第７８条の２第１項及び第１１５条

の１２第１項の規定により指定地域密着型サービ

ス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事

業者を指定したので、同法第７８条の１１及び第

１１５条の２０の規定に基づき、下記のとおり告

示する。 

令和６年６月１０日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３９０８００７１０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  グループホームむつみ園 

江東区深川２‐１４‐９ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  社会福祉法人むつみ会 

江東区深川２‐１‐１２ 

理事長 日比野 正憲 

４ 指定年月日 

令和６年６月１日 

５ サービスの種類 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

                    

◎江東区告示第２３６号 

 令和６年６月１４日、江東区議会の議決を経た、

令和６年度補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和６年６月１４日 

江東区長  大久保 朋 果   

            記 

１ 令和６年度江東区一般会計補正予算（第２

号） 
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◎江東区告示第２３８号 

 令和６年６月１７日付東京都告示第７２９号に

係る東京都市計画都市高速鉄道の変更について、

東京都知事から関係図書の写しの送付があったの

で、下記の場所において公衆の縦覧に供する。 

令和６年６月１７日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第２３９号 

令和元年１０月１日江東区告示第２７０号（特

定子ども・子育て支援施設等の確認について）の

一部を次のように改正する。 

令和６年６月１７日 

江東区長  大久保 朋 果   

別紙の表中「ラーニングトゥリー木場キャンパ

ス」を「ラーニングトゥリーインターナショナル

スクール木場キャンパス」に、「江東区木場５‐

６‐３０」を「江東区木場２‐１７‐１３」に改

める。 

                    

◎江東区告示第２４９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の２７第２項の規定に基づく包括外部監査契

約を次のとおり締結したので、同法第２５２条の

３６第６項の規定に基づき告示する。 

令和６年６月２７日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 契約の相手方 千葉県松戸市六実四丁目８番

４‐２０５号 

          公認会計士 天野 修 

２ 契約の始期 令和６年６月２７日 

３ 費用の算定方法 ８９３万２，０００円を上

限とし、基本費用及び執務

費用を合算した額とする。 

４ 費用の支払方法 監査の結果に関する報告書

提出後に一括払とし、必要

があると認めるときは、一

部前払とすることができる。 

                    

◎江東区告示第２５０号 

江東区情報公開条例（平成１３年３月江東区条

例第３号）第３９条の規定により令和５年度にお

ける公文書の開示等の実施状況について、江東区

個人情報保護の保護に関する法律施行条例施行規

則（令和５年３月江東区規則第３号）第２９条及

び江東区議会の個人情報の保護に関する条例（令

和５年３月江東区条例第２５号）第５１条の規定

により同年度における個人情報保護制度の運用状

況について、別紙のとおり公表します。 

令和６年６月２８日 

江東区長  大久保 朋 果  
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◎江東区告示第２５１号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和６年６月２８日 

江東区長  大久保 朋 果   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２５４号 

 江東区豊洲特別出張所の公金収納の事務につい

ては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４３条の２第１項、国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）第８０条の２、高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

第１１４条に基づき、下記のとおり私人に委託し

たので、地方自治法昭和２２年法律第６７号）第

２４３条の２第２項の規定により告示する。 

令和６年７月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 契約の相手方  東京都港区南青山三丁目１

番３０号ＰＡＳＯＮＡ Ｓ

ＱＵＡＲＥ 

株式会社パソナ 

常務執行役員エキスパ

ート・ＢＰＯ事業本部

パブリック本部長 松

永 早苗 

２ 委託期間    令和６年７月１日から令和

７年３月３１日まで 

３ 委託の内容   江東区豊洲特別出張所の特

別区民税、個人の都民税、

軽自動車税、国民健康保険

の保険料、後期高齢者医療

の保険料及び介護保険の保

険料の収納事務 

４ 指定公金事務 

取扱者指定日  令和６年７月１日 

５ 委託日     令和６年７月１日 
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◎江東区告示第２５６号 

都市公園法（昭和３１年４月２０日法律第７９号）第５条の５第１項の規定に基づき、公募設置等計

画を認定したので、同条第２項の規定により下記のとおり告示する。 

令和６年７月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

            記 

１ 公募設置等計画を認定した日 

  令和６年７月１日 

２ 認定の有効期間 

  令和７年４月１日から令和２７年３月３１日まで 

３ 公募対象公園施設の場所 

  江東区立若洲公園内指定場所 
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◎江東区告示第２５８号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

令和６年７月２日 

江東区長  大久保 朋 果   

            記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０７０８１ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  ケアプラン彩 

   東京都江東区亀戸５‐３６‐２ライオンズ

マンション亀戸５丁目１０２号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  合同会社桜梅桃李 

   東京都稲城市若葉台１‐３３‐２クレヴィ

ア若葉台パークナード１‐５０１ 

    代表社員 中山 茂 

４ 指定年月日 

  令和６年７月１日 

５ サービスの種類 

  居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２６０号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和６年７月３日 

江東区長  大久保 朋 果   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２６３号 

車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３

条第１項第２号イの規定に基づき、通行する車両

の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ

最大２５トンである道路を、下記のとおり指定す

る。 

令和６年７月５日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 路線名及び指定区間 

路線名 指定区間 

特別区道江

５０５号 

江東区新木場一丁目５番地先から 

江東区新木場一丁目４番地先まで 

特別区道江

５１２号 

江東区新木場一丁目１５番地先から 

江東区新木場一丁目５番地先まで 

２ 指定期日      令和６年７月１日 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第８号 

 下記により、令和６年第６回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和６年６月２５日 

江東区教育委員会        

教育長  本 多 健一朗 

          記 

１ 日時 令和６年６月２８日（金） 

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 報告事項 

(1) 令和６年第２回区議会定例会（教育委員会

関係）について ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第２６号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

４４条の２第１項の規定により、令和６年７月７

日執行の東京都知事選挙におけるポスター掲示場

を、別紙の場所に設置する。 

令和６年６月１４日 

    江東区選挙管理委員会
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◎江東区選挙管理委員会告示第２７号 

 東京都議会議員の選挙におけるポスター掲示場

の設置に関する条例（昭和５６年条例第６６号）

第１条第１項の規定により、令和６年７月７日執

行の東京都議会議員補欠選挙（江東区選挙区）に

おけるポスター掲示場を、別紙の場所に設置する。 

令和６年６月１４日 

    江東区選挙管理委員会
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◎江東区選挙管理委員会告示第２８号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり２名を抹消した。 

令和６年６月１９日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和６年６月１９日 

    江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

８，６３４ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数 

１３８，６１８ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

         ７１，９５０ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第３０号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

９条の規定により、令和６年７月７日執行の東京

都知事選挙における各投票区の投票所を別紙のと

おり定める。 

令和６年６月２０日 

    江東区選挙管理委員会
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〔別紙〕 
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◎江東区選挙管理委員会告示第３１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

８条の２第６項により準用される第３９条（及び

第４０条第１項但書）の規定により、令和６年７

月７日執行の東京都知事選挙における期日前投票

所を、次のとおり定める。 

令和６年６月２０日 

    江東区選挙管理委員会 
期日前投票

所の建物名

称 

所  在  地 

当該期日前投票

所を設ける期間

及び時間 

江東区役所 
江東区東陽四丁目

１１番２８号 

令和６年６月２

１日から 

７月６日まで 

午前８時３０分

から 

午後８時まで 

豊洲シビッ

クセンター 

江東区豊洲二丁目

２番１８号 

森下文化セ

ンター 

江東区森下三丁目

１２番１７号 

 

 

 

 

令和６年６月３

０日から 

７月６日まで 

午前８時３０分

から 

午後８時まで 

富岡区民館 
江東区富岡一丁目

１６番１２号 

小松橋区民

館 

江東区扇橋二丁目

１番５号 

カメリアプ

ラザ 

江東区亀戸二丁目

１９番１号 

総合区民セ

ンター 

江東区大島四丁目

５番１号 

砂町区民館 
江東区北砂四丁目

７番３号 

南砂区民館 
江東区南砂六丁目

８番３号 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第３２号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

６年７月７日執行の東京都知事選挙における投票

管理者及び同職務代理者を、別紙のとおり選任し

た。 

令和６年６月２０日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第３３号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

６年７月７日執行の東京都知事選挙における期日

前投票所の投票管理者及び同職務代理者を、別紙

のとおり選任した。 

令和６年６月２０日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第３４号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

４条の規定により、令和６年７月７日執行の東京

都知事選挙の開票の場所及び日時を、次のとおり

告示する。 

令和６年６月２０日 

    江東区選挙管理委員会 

１ 開票場所  ホテルイースト２１東京 

  江東区東陽六丁目３番３号 

２ 開票日時  令和６年７月７日 

  午後８時５０分開始 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第３５号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第６７条第１項の規定により、令和

６年７月７日執行の東京都知事選挙における開票

管理者及び同職務代理者を、別紙のとおり選任し

た。 

令和６年６月２０日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第３６号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

２条第６項の規定により、令和６年７月７日執行

の東京都知事選挙における江東区開票区の開票立

会人のくじを行う場所及び日時を、次のとおり告

示する。 

令和６年６月２０日 

    江東区選挙管理委員会 

１ 場所 江東区役所 

 江東区東陽四丁目１１番２８号 

２ 日時 令和６年７月４日 

午後５時３０分開始 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第３７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１
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条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和６年６月２７日 

    江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

８，６５４ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数 

１３８，７８２ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数         

７２，１１５ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第３８号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

９条の規定により、令和６年７月７日執行の東京

都議会議員補欠選挙（江東区選挙区）における各

投票区の投票所を別紙のとおり定める。 

令和６年６月２８日 

    江東区選挙管理委員会
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〔別紙〕 
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◎江東区選挙管理委員会告示第３９号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

８条の２第６項により準用される第３９条（及び

第４０条第１項但書）の規定により、令和６年７

月７日執行の東京都議会議員補欠選挙（江東区選

挙区）における期日前投票所を、次のとおり定め

る。 

令和６年６月２８日 

    江東区選挙管理委員会 
期日前投票

所の建物名

称 

所  在  地 

当該期日前投票

所を設ける期間

及び時間 

江東区役所 
江東区東陽四丁目

１１番２８号 

令和６年６月２

９日から 

７月６日まで 

午前８時３０分

から 

午後８時まで 

豊洲シビッ

クセンター 

江東区豊洲二丁目

２番１８号 

森下文化セ

ンター 

江東区森下三丁目

１２番１７号 

 

 

 

 

令和６年６月３

０日から 

７月６日まで 

午前８時３０分

から 

午後８時まで 

富岡区民館 
江東区富岡一丁目

１６番１２号 

小松橋区民

館 

江東区扇橋二丁目

１番５号 

カメリアプ

ラザ 

江東区亀戸二丁目

１９番１号 

総合区民セ

ンター 

江東区大島四丁目

５番１号 

砂町区民館 
江東区北砂四丁目

７番３号 

南砂区民館 
江東区南砂六丁目

８番３号 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第４０号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

６年７月７日執行の東京都議会議員補欠選挙（江

東区選挙区）における投票管理者及び同職務代理

者を、別紙のとおり選任した。 

令和６年６月２８日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第４１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

６年７月７日執行の東京都議会議員補欠選挙（江

東区選挙区）における期日前投票所の投票管理者

及び同職務代理者を、別紙のとおり選任した。 

令和６年６月２８日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第４２号 

 令和６年６月２０日付江東区選挙管理委員会告

示第３３号の一部を、別紙のように改める。 

令和６年６月２８日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第４３号 

 令和６年６月２０日付江東区選挙管理委員会告

示第３２号の一部を、別紙のように改める。 

令和６年６月２８日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第４４号 

 令和６年６月２０日付江東区選挙管理委員会告

示第３３号及び、令和６年６月２８日付江東区選

挙管理委員会告示第４１号の一部を、別紙のよう

に改める。 

令和６年７月３日 

         江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 
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告 示 （ 選 挙 長 ） 

 

◎東京都議会議員補欠選挙（江東区選挙区）選挙

長告示第１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７

６条において準用する同法第６２条第６項の規定

により、令和６年７月７日執行の東京都議会議員

補欠選挙（江東区選挙区）における選挙立会人の

くじを行う場所及び日時を、次のとおり告示する。 

  令和６年６月２８日 

   東京都議会議員補欠選挙（江東区選挙区） 

          選挙長  小 西 典 子 

１ 場所 江東区役所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

２ 日時 令和６年７月４日   

午後５時３０分開始 

                    

◎東京都議会議員補欠選挙（江東区選挙区）選挙

長告示第２号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第８

６条の４第１項（又は第２項）の規定により、令

和６年７月７日執行の東京都議会議員補欠選挙

（江東区選挙区）において、令和６年６月２８日、

次のとおり候補者の届出があった。 

  令和６年６月２８日 

   東京都議会議員補欠選挙（江東区選挙区） 

          選挙長  小 西 典 子
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〔別紙〕 
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区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和６年第２回定例会） 

 ６月１１日から６月２７日まで会期１７日間に

わたって開会した令和６年第２回江東区議会定例

会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

  議案第４４号 令和６年度江東区一般会計補

正予算（第２号） 

（６月１４日原案可決） 

議案第４５号 包括外部監査契約の締結につ

いて 

議案第４６号 不動産の取得について 

議案第４７号 不動産の取得について 

議案第４８号 江東区生業資金貸付金の返還

請求に関する民事訴訟の提起

について 

議案第４９号 江東区奨学資金貸付金の返還

請求に関する民事訴訟の提起

について 

議案第５０号 緑橋架替工事（その１）請負

契約 

議案第５１号 横十間川水門橋改築工事請負

契約 

議案第５２号 取水ポンプ所改築に伴う仙台

堀川公園復旧工事請負契約 

議案第５３号 砂潮橋塗装工事請負契約 

議案第５４号 千石橋東側塗装工事請負契約 

議案第５５号 江東区旧夢の島いこいの家解

体その他工事請負契約 

議案第５６号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５７号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５８号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５９号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第６０号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第６１号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第６２号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第６３号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第６４号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第６５号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第６６号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第６７号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第６８号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第６９号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第７０号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第７１号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第７２号 契約の変更について 

議案第７３号 江東区個人番号の利用並びに

特定個人情報の利用及び提供

に関する条例の一部を改正す

る条例 

議案第７４号 江東区区民体育館条例の一部

を改正する条例 

議案第７５号 江東区特別区税条例の一部を

改正する条例 

議案第７６号 江東区家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条

例 

議案第７７号 江東区立都市公園条例の一部

を改正する条例 

議案第７８号 江東区区民農園条例の一部を

改正する条例 

議案第７９号 江東区立公衆便所条例の一部

を改正する条例 

議案第８０号 江東区事務手数料条例の一部

を改正する条例 

議案第８１号 江東区災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部を改正する

条例 

（以上６月２７日原案可決） 

２ 選任同意（区長提出） 

議案第８２号 江東区監査委員選任同意方に

ついて   

やしきだ 綾香  

（６月１１日同意） 

３ 報告（区長提出） 

報告第１号 専決処分した事件の報告及び承

認について（江東区特別区税条
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例の一部を改正する条例） 

（６月１１日承認） 

報告第２号 令和５年度江東区繰越明許費繰

越計算書について 

報告第３号 令和５年度江東区事故繰越し繰

越計算書について 

（以上６月１１日報告） 

４ 議案（議員提出） 

議案第４号 江東区議会委員会条例の一部を

改正する条例 

（６月１１日原案可決） 

５ 陳情 

５陳情第１３号 国に対し、適格請求書等保

存方式（インボイス制度）

の延期・見直しを求める陳

情 

（６月２７日不採択） 

６ その他の議決事項等 

令和６年度予算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

（６月１１日設置及び選任） 

令和６年度国内都市行政視察に関わる議員の

派遣について 

（以上６月２７日決定） 
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